
令和 8年 2月 26日 

 

郡 市 区 等 医 師 会 御中 

 

大 阪 府 医 師 会 

会長 加 納 康 至 

（公印省略） 

 

大阪労働局における医療人材確保のための各種取組・施策に係る周知について 

 

平素より本会事業の推進に格段のご支援とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

このたび大阪労働局より、雇用仲介事業者の利用に伴うトラブル防止等に関する取り組み

について、リーフレット（9種）の周知依頼がございました。 

 

【リーフレット内容】 

①民間人材サービス利用時の留意点 

②トラブル発生時の特別相談窓口（大阪労働局） 

③厚生労働省「人材サービス総合サイト」の紹介 

④職業紹介サービス利用時のチェックポイント 

⑤求人掲載に関する営業電話等のトラブルへの注意 

⑥雇用仲介事業者の適切な把握 

⑦ハローワーク等の無料職業紹介事業の案内 

⑧「スポットワーク」における労務管理 

⑨大阪府の最低賃金 

 

【「医療・介護・保育」分野における求人者向け特別相談窓口のご案内】 

 医師・看護師等の医療従事者や介護従事者等の採用に際し、雇用仲介事業（職業紹介・

募集情報提供）利用に関する契約条件等のトラブルについては、都道府県労働局設置の特

別相談窓口にて相談を受け付けております。 

〈お問い合わせ先〉 

大阪労働局 需給調節事業部 需給調節事業第二課 

電話：06-4790-6319 

受付時間：8:30～17:15（土・日・祝日・年末年始除く） 

 

なお、ご参考までに当該本会ボックスにもリーフレット（9種）を入れさせていただきま

したので、貴会会員の皆様への周知にご高配賜りますようお願い申し上げます。 

 

大阪府医師会 総務部 総務課 

電  話：０６－６７６３－７０００ 

ＦＡＸ：０６－６７６４－０２６７ 
































